
神奈川県立横須賀高等学校 令和８年６月１日 

非常時の対応 

 

１ 気象警報発令時などの非常時における授業措置   

 

午前６：００  午前８：００  午前１０：００ 

神奈川県全域または神奈川県東部

（三浦半島のみの場合含む）に 

ア～ウのいずれかが発令されている 

 

ア 大雨警報と暴風警報の二つ 

イ (大)津波警報 

ウ 大雪警報 

 

  

 

引き続きア～ウのいずれかが発令

されている 

 

               

 

引き続きア～ウのいずれかが発令

されている 

 

 

      

  

警報すべて または 

大雨警報と暴風警報のいずれ

か一つが解除された場合 

 

  

警報すべて または 

大雨警報と暴風警報のいずれ

か一つが解除された場合 

 

 

 

   

【 原 則 】  

１ 特別警報「レベル５特別警報」「レベル４危険警報」が発令された場合は、登校禁止。 

  ２ 上の図を原則とするが、学校よりメールすぐーる配信等で連絡がある場合は、それに従う。 

  ３ 警報の解除後も、登下校の際は十分に気をつけ、公共交通機関を利用する。自転車は使用禁止。 

 

※安全を第一に考えて、ご家庭で登校するか判断してください。その際は自宅学習（出席扱い）とします。 

    

 

２ 地震発生時の対応   

  学校を含む地域に震度５強以上の地震が発生した場合、原則として保護者が迎えに来るまで、生徒は学校で待機。 

ただし、被害の状況、公共交通機関の状況などを総合的に判断し、待機あるいは下校を決定する。 

 

 

自宅待機 自宅待機 休  校 

午前 10：30までに

登校 

午前 12：30までに

登校 

教室掲示用（６月改定） 


